
 

 

 

≪就学相談に関すること≫ 

Q1 本人・保護者との就学相談を開始するにあたり、気を付けておくことはありますか。 

 

A：保護者は、子供の就学について大きな不安を抱えて相談に参加します。市町村等の教育委員会が

自分の子供の話を受け入れようとする姿勢が見られなければ、心を開いて相談することはできませ

ん。就学相談を開始するにあたっては、障害の程度に関係なく「地域で育つ子」という姿勢で、ま

ず保護者の抱えている悩みを受け止め、保護者の心情に寄り添うことが重要です。 
  そして、保護者と一緒に子供の得意なところを伸ばし、苦手なところを少なくするためにこれか

らどのような教育を行うのか、学校卒業時にどのような姿をめざすのかなど、成長を支えるパート

ナーという姿勢で共感的理解に努める必要があります。この姿勢は学校の教職員も同様です。教育

委員会と学校の姿勢や説明内容に違いがあると保護者の不安は増し、学校への信頼を失う可能性が

あることに留意することが必要です。 
  また、今後の就学相談や手続き等の流れについて説明し、保護者が就学までの見通しをもつこと

ができるようにすることが必要です。 
 

Q２ 就学先決定について保護者と合意形成に至らない場合は、どうすればよいでしょうか。 

 

A：合意形成を図るためには、保護者の不安や疑問を丁寧に聞き取ること、そして、学校卒業後の生

活に向けて、課題だけではなく、子供の強みを意識していただくことが大切です。そうすることで、

今伸ばす必要がある力について整理し、就学後も子供の成長に応じて柔軟に「学びの場」や教育課

程を変更することが可能です。また、毎年、適切な就学先について考えていくことができることを

説明したりすることで、保護者に長期的な視点をもって子供の成長について考えるよう促すことも

大切です。 
  なお、困難事例については、必要に応じて県教育委員会が設置している高知県障害者教育支援委

員会で検討し助言を行うことも可能です。県教育委員会事務局特別支援教育課にご相談ください。 
 

Q３ 
保護者から就学先での具体的支援や配慮について、すぐに対応できないような要望が

あった場合、どのように伝えるとよいでしょうか？ 
 
A：「障害者の権利に関する条約」では、合理的配慮の不提供は、障害を理由とする差別に含まれると

され、いわゆる「障害者差別解消法」では合理的配慮の提供を国及び地方公共団体の法的義務と規

定しています。   
学校での合理的配慮については、本人・保護者の要望を受け、各学校の設置者及び学校が、体制

面・財政面も勘案しながら必要とされている合理的配慮は何か、何を優先して提供する必要がある

のか等について検討し、保護者と合意形成を図った上で決定し提供していく必要があります。  
そのため、すぐに対応できない場合でも「できることは何か「どのような工夫ができるか」とい
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ったことを検討し、代替案を保護者に伝えるなどして保護者との合意形成を図っていくことが重要で

す。 
 

Q４ 
障害のある子供の就学先を決定するに当たって、保護者の意向は反映されないのでし

ょうか。  
 
Ａ：学校教育法施行令第 18 条の２において、障害のある子供の就学先決定に当たって保護者の意見

を聴くことが市町村等の教育委員会には義務付けられています。また、障害者基本法第 16 条第２項

においては、保護者の意向尊重について以下のように規定されています。  
   
 
 
 
 このように、市町村等の教育委員会には障害のある子供の就学先決定の権限と責任があるので、障

害のある子供とその保護者に十分な情報提供を行うとともに、その意向を可能な限り尊重しなければ

なりません。ただし、この条文では「前項の目的を達成するため」と書かれおり、「前項の目的」で

ある「障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう

にする」ことを実現するためには、専門家の意見聴取の重要性も指摘されており、「保護者の意向＝

就学先」とは、必ずしもならないことに留意することが必要です。 障害のある子供が十分な教育が

受けられるためには、早い段階から市町村等の教育委員会の就学相談を受け、十分な情報を提供して

もらうとともに、学校見学などを通してお子さんが十分な教育が受けられるところはどこかについて、

市町村等の教育委員会と一緒によく考えていくことが大切です。 
 

Q５ 
義務教育のお子さんが他県から年度途中に高知県に転居を予定していますが、引っ越し

まで「学校見学」や面談が十分行えません。どのようにすればよいでしょう。 
 
A：他県からの転入では、十分に相談ができない場合があります。そのような転学相談に当たっては、

まず、両市町村等の教育委員会が十分連絡を取り合い、「学校見学」や面談など、直接に相談がで

きない状況を補完するように努めることが必要です。 
  特に、転入先の確認は当然ですが、障害のある子供の障害の種類や程度、発達の状況や学校生活

の様子、保護者や本人の希望等を把握した上で新しい学校に転入できるように努めます。 
なお、資料等を送付する場合は、必ず、保護者の同意を得てから行います。 

 

Q６ 
新学齢児が、３月末に他の市町村に引っ越しをする予定ですが、県立特別支援学校への

就学を希望されています。どのように進めていけばよいでしょうか。 
 
A：就学先の決定は、住所の存する市町村等の教育委員会が責任をもって行うことが原則です。しか

し、転入の日程や転入先の住所が確定している場合などは、転入先の教育委員会で進めることもあ

ります。その場合においても、転居予定があっても転居日が確定していない場合、（例えば年度末

など）は、現在の住所で手続きをします。住所が決まっている場合は、現住所の下に新住所を記入

しておいてください。まずは、電話で県教育委員会と情報共有をお願いします。 

【障害者基本法第 16 条第２項】       
国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保
護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならない。     
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Q７ 知的障害特別支援学校に入学するためには、療育手帳が必要ですか。 

 
Ａ：就学先決定に関しては、手帳の有無や等級のみで判断することはできません。手帳の有無や等級

は、子供の状態を把握する一つの情報と捉えることが重要です。 
教育支援委員会では、子供の教育的ニーズの質や量について様々な情報を収集し、子供の力を伸

ばすために必要な適切な指導及び必要な支援について検討を行い、地域の状況等を踏まえて、現時

点で最も適当な「学びの場」を判断することが重要です。 
 

※ 障害者手帳（療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳）は、障害の種類や程度に

応じて様々な福祉サービスや支援措置を受けられるようにするために取得するものです。手帳

の取得までは１～２ヶ月ほどかかります。（詳しくは、各市町村の福祉担当窓口にご相談くださ

い） 
   

Q８ 特別支援学校の寄宿舎は希望すれば誰でも､入舎できますか。 

 
A：寄宿舎は遠隔地や交通の不便さなどのために通学が困難な児童生徒のために設置されており、誰

でも入舎できるものではありません。特に、「家庭での養育が困難なため」などの理由で入舎する

ことはできません。 
各学校において、入舎願いを出し、校長が入舎を許可します。 

 

Q９ 
ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症等の診断があれば、特別支援学級の対象となるのでしょう

か。 
 

Ａ：診断の有無だけでは入級の条件を満たすわけではありません。 

基本的には、通常の学級における合理的配慮で対応することが重要です。また、ＬＤ・ＡＤＨＤ

については、対象となる障害種の特別支援学級はないことから、特別な指導が必要な場合は、通級

による指導での対応を検討することになります。診断があっても一人一人の実態は異なることから、

連続した学びの場を用意し、適切な学びの場での対応が必要です。 

 

Q10 重複障害の子供の就学相談は、どのように進めればいいでしょうか。 

 
Ａ：重複障害のある子供の就学相談は、まず、重複する各障害の程度や主たる障害が何であるかを十

分に把握することが重要です。特に知的障害があると判断された場合、他の障害種の教育課程では、

子供のニーズに十分対応することができません。知的障害を併せ有する子供の教育的ニーズを整理

するに当たっては、各教科について、知的障害のある子供のための各教科を取り扱う必要があるか

どうかを検討することが最も重要です。知的障害のある子供のための各教科の各段階における目標

及び内容を取り扱う者に対しては、知的障害への教育的対応を基本とする検討が必要となります。

その際、保護者には、教育課程の違いを十分説明し、理解を得ることが必要です。 
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また、必要に応じて、保護者の同意を得たうえで、それぞれの専門医の診断を受けることや、現

在通園している関係機関等から参考となる情報を得ることも大切です。 
そして、市町村等の教育支援委員会においては、それぞれの障害に関係する委員（特別支援学校

の委員も含めて）参画を求め、専門的に複数の視点から慎重に進めていく必要があります。 
 

Q11 医療的ケアの必要な児童生徒は、どこの特別支援学校でも受け入れ可能ですか。 

 
Ａ：県立特別支援学校では、学校へ通学して教育を受けることが可能な児童生徒は全日対応を原則と

しており、必要な医療的ケアについては、医療的ケア看護職員が対応します。（通学が困難な場合

は、訪問教育の対象となり、日常的な医療的ケアは、原則保護者が行います。） 
県立特別支援学校１４校のうち、医療機関に併設している２校（高知若草特別支援学校土佐希望

の家分校、高知江の口特別支援学校国立高知病院分校）については、医療機関と連携した緊急時の

対応も可能であり、より安心、安全に教育を受けることができます。 
なお、医療機関に併設していない特別支援学校においては、安全性の確保から次の要件を満たす

こととしています。 
①保護者から申し出がある場合で、主治医の同意があること。 
②当該特別支援学校の教育課程を履修できること。 
③緊急時の医療機関が定められ、対応が可能であること。 
④自宅等からの通学生であり、緊急時に保護者と確実に連絡がとれること。 

 

Q12 
医療的ケアの必要な児童生徒の就学に関して、どのようなことに気をつけたらよいです

か。 
 
Ａ：令和３年６月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、医療的

ケア児が医療的ケア児でない児童と共に教育を受けられるように最大限に配慮するということが、

基本理念に示されています。 
  医療的ケア児の学びの場の検討については、児童生徒等の安全の確保が保障されていることを前

提に、市町村教育委員会が総合的に就学先を決定しますが、本人・保護者に対し十分な情報提供を

行い、可能な限りその意向を尊重することが求められています。 
地域の小中学校や特別支援学校へ入学を希望されている幼児児童生徒がいる場合は、安心安全な

学習環境を整えるために、施設面や看護師の配置などを検討する必要があります。できるだけ早い

段階で情報を収集し、特別支援教育課への連絡をお願いします。 
  なお、令和４年３月に「県立学校における医療的ケア実施体制ガイドライン」を改定しています。

詳しくはそちらを参照してください。 
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≪就学後の転学等の変更に関すること≫ 

Q13 就学後の柔軟な学びの場の見直しや変更とは、どのようなことですか。 

 
A：子供の学びの場（特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室など）については、就学時点での

決定を固定的に捉えるのではなく、それぞれの場において「子供の 能力や特性に応じた指導・支援

など適切な教育が行われ、子供が十分に自分の能力を発揮しながら学習や学校生活をしているか。」

「学習意欲が低下したり、自己肯定感を下げたり、学校生活になじめていなかったりしていないか。

また、そのことが要因で不適応状態になっていないか。」といった視点で、子供の就学後の学習や生

活の適応状況等を確認し、必要に応じて子供に最も適切な学びの場を柔軟に見直していくことが大切

です。   
ただし、教育環境が大きく変わることは、子供にとって負担が大きく、学習の積み上げや友人関係

が崩れる可能性があり、学びの場の変更が子供の不適応状況等の要因になりうることなどを考えると、

安易な学びの場の変更は望ましくありません。そのため、就学時に市町村等の教育委員会が行う学び

の場の決定は、とても重要です。 
 

Q14 就学後の柔軟な学びの場の変更は、年度途中でも可能ですか。 

 
A：Ｑ14 に示すように、子供の学びの場の見直しや変更を行い、教育環境を大きく変えることは、子

供にとって様々な負担を生じます。しかも年度途中で学びの場を変更することは、その負担をさらに

大きなものにします。   
また、教育課程は年間を通じて作成されており、学級編制や教員の配置も年間を通じて行われてい

ます。そのため、年度途中で学びの場を変える場合、教育課程や学級編制の変更や追加等の受け入れ

体制を整える必要があり、場合によっては体制の整備が非常に困難なことがあります。年度途中に変

更の必要がないよう、個別の教育支援計画等をもとに、見通しを持って年度当初に学びの場を決定す

るという視点も大切となります。 
このようなことから、以下に示すような特別な理由がある場合を除いて、柔軟な学びの場の変更は

年度単位で行うことが原則といえます。 
 
【特別な理由の例】 

①障害の状態の変化（悪化・回復など）や教育内容の変化等がある場合 
・病気（発症・悪化など）事故などで障害が生じた場合 
・治療等により障害の状態が改善した場合 

②基礎的環境の変化等がある場合 
・施設入所、転居などにより学校を変わる必要がある場合 

③その他特別な事由があると教育委員会が判断した場合 
  ※いずれの場合も本人･保護者、学校、教育委員会等で丁寧に説明や協議を行い、慎重に総合的な

判断を行う必要がある。 
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Q15 県立特別支援学校高等部間及び高等学校間で、年度途中の転学はできますか。 

 
Ａ：原則、特別支援学校高等部及び高等学校間の転学については、特別な理由がある場合を除き基本

的にはできません。（一度退学して次年度受検） 
※特別な理由：転居や病状の変化等がある場合、そのことにより教育機会が保障されなくなる事を

避けるため、学校長間で協議のうえ、受け入れ側となる学校が可能な場合には許可されることが

あります。 
【転校手続きについて】 

・義務教育でないことから、市町村の住民基本台帳と連携させた学齢簿のような制度は設けられて

いませんので、校長に入学許可の決定権限が与えられており、「転学先の校長は、教育上支障が

ない場合には、転学を許可することができる」（学校則第１９条）。となっています。 
・転校のための連絡や手続きは学校間で行われますが、特別支援学校への転入学の場合は、22 条

の 3 に該当していることが原則であり、必要に応じて高知県障害者教育支援委員会の専門委員の

審議判定をいただくようになっています。 
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